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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像が基本階層と拡張階層とに階層的に符号化された符号化データを送信する送信方法
であって、
　前記符号化データの復号または表示の処理を行う時刻を示す時刻情報と、前記符号化デ
ータとを含む符号化ストリームを生成する生成ステップと、
　生成した前記符号化ストリームを送信する送信ステップと、を含み、
　前記符号化データは、それぞれが複数のアクセスユニットから構成される複数の集合を
有し、
　前記複数の集合のうち前記基本階層の前記集合である第１の集合を構成している前記複
数のアクセスユニットのそれぞれは、独立して復号可能であるか、または前記基本階層の
他のアクセスユニットの復号後のデータを参照することによって復号可能であり、
　前記複数の集合のうち前記拡張階層の前記集合である第２の集合を構成している前記複
数のアクセスユニットのそれぞれは、前記基本階層の前記アクセスユニットの復号後のデ
ータを参照することによって復号可能であり、
　前記時刻情報は、前記第１の集合の第１のアクセスユニットに対して行われる前記表示
を行う、基準クロックを基準とする時刻を示す第１の時刻情報と、前記第２の集合の第２
のアクセスユニットに対して行われる前記表示を行う、前記基準クロックを基準とする時
刻を示す第２の時刻情報と、を含み、
　前記第１のアクセスユニットは、前記第１の集合のうちで、最初に前記表示が行われる
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アクセスユニットであり、
　前記第２のアクセスユニットは、前記第２の集合のうちで、最初に前記表示が行われる
アクセスユニットであり、
　前記第２の集合を構成している前記複数のアクセスユニットのそれぞれは、前記第１の
集合を構成している前記複数のアクセスユニットのそれぞれと交互に表示されるアクセス
ユニットであり、
　前記第１の集合の前記第１のアクセスユニット以外の複数のアクセスユニットのそれぞ
れは、前記第１の時刻情報で示される時刻を基準とした第１の相対時間が対応付けられて
おり、
　前記第１の集合の複数のアクセスユニットのそれぞれについて行われる復号の時刻は、
当該アクセスユニットの表示の時刻を基準とする第２の相対時間で特定され、
　前記第２の集合の前記第２のアクセスユニット以外の複数のアクセスユニットのそれぞ
れは、前記第２の時刻情報で示される時刻を基準とした第３の相対時間が対応付けられて
おり、
　前記第２の集合の複数のアクセスユニットのそれぞれについて行われる復号の時刻は、
当該アクセスユニットの表示の時刻を基準とする第４の相対時間で特定される
　送信方法。
【請求項２】
　映像が基本階層と拡張階層とに階層的に符号化された符号化データを受信する受信方法
であって、
　前記符号化データの復号または表示の処理を行う時刻を示す時刻情報と、前記符号化デ
ータとを含む符号化ストリームを受信する受信ステップと、
　受信した前記符号化ストリームの前記符号化データに対する前記処理を、前記時刻情報
で示される時刻に行う処理ステップと、を含み、
　前記符号化データは、それぞれが複数のアクセスユニットから構成される複数の集合を
有し、
　前記複数の集合のうち前記基本階層の前記集合である第１の集合を構成している前記複
数のアクセスユニットのそれぞれは、独立して復号可能であるか、または前記基本階層の
他のアクセスユニットの復号後のデータを参照することによって復号可能であり、
　前記複数の集合のうち前記拡張階層の前記集合である第２の集合を構成している前記複
数のアクセスユニットのそれぞれは、前記基本階層の前記アクセスユニットの復号後のデ
ータを参照することによって復号可能であり、
　前記時刻情報は、前記第１の集合の第１のアクセスユニットに対して行われる前記表示
を行う、基準クロックを基準とする時刻を示す第１の時刻情報と、前記第２の集合の第２
のアクセスユニットに対して行われる前記表示を行う時刻を示す第２の時刻情報と、を含
み、
　前記第１のアクセスユニットは、前記第１の集合のうちで、最初に前記表示が行われる
アクセスユニットであり、
　前記第２のアクセスユニットは、前記第２の集合のうちで、最初に前記表示が行われる
アクセスユニットであり、
　前記第２の集合を構成している前記複数のアクセスユニットのそれぞれは、前記第１の
集合を構成している前記複数のアクセスユニットのそれぞれと交互に表示されるアクセス
ユニットであり、
　前記第１の集合の前記第１のアクセスユニット以外の複数のアクセスユニットのそれぞ
れは、前記第１の時刻情報で示される時刻を基準とした第１の相対時間が対応付けられて
おり、
　前記第１の集合の複数のアクセスユニットのそれぞれについて行われる復号の時刻は、
当該アクセスユニットの表示の時刻を基準とする第２の相対時間で特定され、
　前記第２の集合の前記第２のアクセスユニット以外の複数のアクセスユニットのそれぞ
れは、前記第２の時刻情報で示される時刻を基準とした第３の相対時間が対応付けられて
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おり、
　前記第２の集合の複数のアクセスユニットのそれぞれについて行われる復号の時刻は、
当該アクセスユニットの表示の時刻を基準とする第４の相対時間で特定される
　受信方法。
【請求項３】
　映像が基本階層と拡張階層とに階層的に符号化された符号化データを送信する送信装置
であって、
　前記符号化データの復号または表示の処理を行う時刻を示す時刻情報と、前記符号化デ
ータとを含む符号化ストリームを生成する生成部と、
　生成した前記符号化ストリームを送信する送信部と、を備え、
　前記符号化データは、それぞれが複数のアクセスユニットから構成される複数の集合を
有し、
　前記複数の集合のうち前記基本階層の前記集合である第１の集合を構成している前記複
数のアクセスユニットのそれぞれは、独立して復号可能であるか、または前記基本階層の
他のアクセスユニットの復号後のデータを参照することによって復号可能であり、
　前記複数の集合のうち前記拡張階層の前記集合である第２の集合を構成している前記複
数のアクセスユニットのそれぞれは、前記基本階層の前記アクセスユニットの復号後のデ
ータを参照することによって復号可能であり、
　前記時刻情報は、前記第１の集合の第１のアクセスユニットに対して行われる前記表示
を行う、基準クロックを基準とする時刻を示す第１の時刻情報と、前記第２の集合の第２
のアクセスユニットに対して行われる前記表示を行う、前記基準クロックを基準とする時
刻を示す第２の時刻情報と、を含み、
　前記第１のアクセスユニットは、前記第１の集合のうちで、最初に前記表示が行われる
アクセスユニットであり、
　前記第２のアクセスユニットは、前記第２の集合のうちで、最初に前記表示が行われる
アクセスユニットであり、
　前記第２の集合を構成している前記複数のアクセスユニットのそれぞれは、前記第１の
集合を構成している前記複数のアクセスユニットのそれぞれと交互に表示されるアクセス
ユニットであり、
　前記第１の集合の前記第１のアクセスユニット以外の複数のアクセスユニットのそれぞ
れは、前記第１の時刻情報で示される時刻を基準とした第１の相対時間が対応付けられて
おり、
　前記第１の集合の複数のアクセスユニットのそれぞれについて行われる復号の時刻は、
当該アクセスユニットの表示の時刻を基準とする第２の相対時間で特定され、
　前記第２の集合の前記第２のアクセスユニット以外の複数のアクセスユニットのそれぞ
れは、前記第２の時刻情報で示される時刻を基準とした第３の相対時間が対応付けられて
おり、
　前記第２の集合の複数のアクセスユニットのそれぞれについて行われる復号の時刻は、
当該アクセスユニットの表示の時刻を基準とする第４の相対時間で特定される
　送信装置。
【請求項４】
　映像が基本階層と拡張階層とに階層的に符号化された符号化データを受信する受信装置
であって、
　前記符号化データの復号または表示の処理を行う時刻を示す時刻情報と、前記符号化デ
ータとを含む符号化ストリームを受信する受信部と、
　受信した前記符号化ストリームの前記符号化データに対する前記処理を、前記時刻情報
で示される時刻に行う処理部と、を備え、
　前記符号化データは、それぞれが複数のアクセスユニットから構成される複数の集合を
有し、
　前記複数の集合のうち前記基本階層の前記集合である第１の集合を構成している前記複
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数のアクセスユニットのそれぞれは、独立して復号可能であるか、または前記基本階層の
他のアクセスユニットの復号後のデータを参照することによって復号可能であり、
　前記複数の集合のうち前記拡張階層の前記集合である第２の集合を構成している前記複
数のアクセスユニットのそれぞれは、前記基本階層の前記アクセスユニットの復号後のデ
ータを参照することによって復号可能であり、
　前記時刻情報は、前記第１の集合の第１のアクセスユニットに対して行われる前記表示
を行う、基準クロックを基準とする時刻を示す第１の時刻情報と、前記第２の集合の第２
のアクセスユニットに対して行われる前記表示を行う時刻を示す第２の時刻情報と、を含
み、
　前記第１のアクセスユニットは、前記第１の集合のうちで、最初に前記表示が行われる
アクセスユニットであり、
　前記第２のアクセスユニットは、前記第２の集合のうちで、最初に前記表示が行われる
アクセスユニットであり、
　前記第２の集合を構成している前記複数のアクセスユニットのそれぞれは、前記第１の
集合を構成している前記複数のアクセスユニットのそれぞれと交互に表示されるアクセス
ユニットであり、
　前記第１の集合の前記第１のアクセスユニット以外の複数のアクセスユニットのそれぞ
れは、前記第１の時刻情報で示される時刻を基準とした第１の相対時間が対応付けられて
おり、
　前記第１の集合の複数のアクセスユニットのそれぞれについて行われる復号の時刻は、
当該アクセスユニットの表示の時刻を基準とする第２の相対時間で特定され、
　前記第２の集合の前記第２のアクセスユニット以外の複数のアクセスユニットのそれぞ
れは、前記第２の時刻情報で示される時刻を基準とした第３の相対時間が対応付けられて
おり、
　前記第２の集合の複数のアクセスユニットのそれぞれについて行われる復号の時刻は、
当該アクセスユニットの表示の時刻を基準とする第４の相対時間で特定される
　受信装置。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、送信方法、受信方法、送信装置、および、受信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、符号化データを所定の伝送フォーマットで伝送する技術が知られている。符号化
データは、映像データ及び音声データを含むコンテンツを、ＨＥＶＣ（Ｈｉｇｈ　Ｅｆｆ
ｉｃｉｅｎｃｙ　Ｖｉｄｅｏ　Ｃｏｄｉｎｇ）などの動画像符号化規格に基づいて符号化
することで生成される。
【０００３】
　所定の伝送フォーマットには、例えば、ＭＰＥＧ－２　ＴＳ（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔ
ｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ－２　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｓｔｒｅａｍ）、又は
、ＭＭＴ（ＭＰＥＧ　Ｍｅｄｉａ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ）などがある（非特許文献１参照
）。例えば、非特許文献１には、ＭＭＴに従って、符号化されたメディアデータをパケッ
ト毎に送信する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　－　Ｈｉｇｈ　ｅｆ
ｆｉｃｉｅｎｃｙ　ｃｏｄｉｎｇ　ａｎｄ　ｍｅｄｉａ　ｄｅｌｉｖｅｒｙ　ｉｎ　ｈｅ
ｔｅｒｏｇｅｎｅｏｕｓ　ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　－　Ｐａｒｔ１：ＭＰＥＧ　ｍｅｄ
ｉａ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔ（ＭＭＴ）、ＩＳＯ／ＩＥＣ　ＤＩＳ　２３００８－１
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、符号化データの復号及び表示におけるスケーラビリティを実現するため
に、映像を階層化して符号化することについての議論があるが、階層化された符号化デー
タの送信方法については考慮されていない。
【０００６】
　そこで、本発明の目的は、映像が階層化されて符号化された符号化データの送信方法お
よび受信方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、本発明の一態様に係る送信方法は、映像が基本階層と拡張階
層とに階層的に符号化された符号化データを送信する送信方法であって、前記符号化デー
タの復号または表示の処理を行う時刻を示す時刻情報と、前記符号化データとを含む符号
化ストリームを生成する生成ステップと、生成した前記符号化ストリームを送信する送信
ステップと、を含み、前記符号化データは、それぞれが複数のアクセスユニットから構成
される複数の集合を有し、前記複数の集合のうち前記基本階層の前記集合である第１の集
合を構成している前記複数のアクセスユニットのそれぞれは、独立して復号可能であるか
、または前記基本階層の他のアクセスユニットの復号後のデータを参照することによって
復号可能であり、前記複数の集合のうち前記拡張階層の前記集合である第２の集合を構成
している前記複数のアクセスユニットのそれぞれは、前記基本階層の前記アクセスユニッ
トの復号後のデータを参照することによって復号可能であり、前記時刻情報は、前記第１
の集合の第１のアクセスユニットに対して行われる前記表示を行う、基準クロックを基準
とする時刻を示す第１の時刻情報と、前記第２の集合の第２のアクセスユニットに対して
行われる前記表示を行う、前記基準クロックを基準とする時刻を示す第２の時刻情報と、
を含み、前記第１のアクセスユニットは、前記第１の集合のうちで、最初に前記表示が行
われるアクセスユニットであり、前記第２のアクセスユニットは、前記第２の集合のうち
で、最初に前記表示が行われるアクセスユニットであり、前記第２の集合を構成している
前記複数のアクセスユニットのそれぞれは、前記第１の集合を構成している前記複数のア
クセスユニットのそれぞれと交互に表示されるアクセスユニットであり、前記第１の集合
の前記第１のアクセスユニット以外の複数のアクセスユニットのそれぞれは、前記第１の
時刻情報で示される時刻を基準とした第１の相対時間が対応付けられており、前記第１の
集合の複数のアクセスユニットのそれぞれについて行われる復号の時刻は、当該アクセス
ユニットの表示の時刻を基準とする第２の相対時間で特定され、前記第２の集合の前記第
２のアクセスユニット以外の複数のアクセスユニットのそれぞれは、前記第２の時刻情報
で示される時刻を基準とした第３の相対時間が対応付けられており、前記第２の集合の複
数のアクセスユニットのそれぞれについて行われる復号の時刻は、当該アクセスユニット
の表示の時刻を基準とする第４の相対時間で特定される。 
【０００８】
　また、本発明の一態様に係る受信方法は、映像が基本階層と拡張階層とに階層的に符号
化された符号化データを受信する受信方法であって、前記符号化データの復号または表示
の処理を行う時刻を示す時刻情報と、前記符号化データとを含む符号化ストリームを受信
する受信ステップと、受信した前記符号化ストリームの前記符号化データに対する前記処
理を、前記時刻情報で示される時刻に行う処理ステップと、を含み、前記符号化データは
、それぞれが複数のアクセスユニットから構成される複数の集合を有し、前記複数の集合
のうち前記基本階層の前記集合である第１の集合を構成している前記複数のアクセスユニ
ットのそれぞれは、独立して復号可能であるか、または前記基本階層の他のアクセスユニ
ットの復号後のデータを参照することによって復号可能であり、前記複数の集合のうち前
記拡張階層の前記集合である第２の集合を構成している前記複数のアクセスユニットのそ
れぞれは、前記基本階層の前記アクセスユニットの復号後のデータを参照することによっ
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て復号可能であり、前記時刻情報は、前記第１の集合の第１のアクセスユニットに対して
行われる前記表示を行う、基準クロックを基準とする時刻を示す第１の時刻情報と、前記
第２の集合の第２のアクセスユニットに対して行われる前記表示を行う時刻を示す第２の
時刻情報と、を含み、前記第１のアクセスユニットは、前記第１の集合のうちで、最初に
前記表示が行われるアクセスユニットであり、前記第２のアクセスユニットは、前記第２
の集合のうちで、最初に前記表示が行われるアクセスユニットであり、前記第２の集合を
構成している前記複数のアクセスユニットのそれぞれは、前記第１の集合を構成している
前記複数のアクセスユニットのそれぞれと交互に表示されるアクセスユニットであり、前
記第１の集合の前記第１のアクセスユニット以外の複数のアクセスユニットのそれぞれは
、前記第１の時刻情報で示される時刻を基準とした第１の相対時間が対応付けられており
、前記第１の集合の複数のアクセスユニットのそれぞれについて行われる復号の時刻は、
当該アクセスユニットの表示の時刻を基準とする第２の相対時間で特定され、前記第２の
集合の前記第２のアクセスユニット以外の複数のアクセスユニットのそれぞれは、前記第
２の時刻情報で示される時刻を基準とした第３の相対時間が対応付けられており、前記第
２の集合の複数のアクセスユニットのそれぞれについて行われる復号の時刻は、当該アク
セスユニットの表示の時刻を基準とする第４の相対時間で特定される。
【０００９】
　上記課題を解決するため、本発明の一態様に係る送信方法は、映像が基本階層と拡張階
層とに階層的に符号化された符号化データを送信する送信方法であって、前記符号化デー
タの復号または表示の処理を行う時刻を示す時刻情報と、前記符号化データとを含む符号
化ストリームを生成する生成ステップと、生成した前記符号化ストリームを送信する送信
ステップと、を含み、前記符号化データは、それぞれが複数のアクセスユニットから構成
される複数の集合を有し、前記複数の集合のうち前記基本階層の前記集合である第１の集
合を構成している前記複数のアクセスユニットのそれぞれは、独立して復号可能であるか
、または前記基本階層の他のアクセスユニットの復号後のデータを参照することによって
復号可能であり、前記複数の集合のうち前記拡張階層の前記集合である第２の集合を構成
している前記複数のアクセスユニットのそれぞれは、前記基本階層の前記アクセスユニッ
トの復号後のデータを参照することによって復号可能であり、前記時刻情報は、前記第１
の集合の第１のアクセスユニットに対して行われる前記処理を行う、基準クロックを基準
とする時刻を示す第１の時刻情報と、前記第２の集合の第２のアクセスユニットに対して
行われる前記処理を行う、前記基準クロックを基準とする時刻を特定するための第２の時
刻情報とを含む。
【００１０】
　なお、これらの全般的または具体的な態様は、受信方法、送信装置、受信装置、集積回
路、コンピュータプログラムまたはコンピュータ読み取り可能なＣＤ－ＲＯＭなどの記録
媒体で実現されてもよく、送信方法、受信方法、送信装置、受信装置、集積回路、コンピ
ュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の送信方法および受信方法は、拡張階層におけるアクセスユニットの処理時刻を
特定できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】時間スケーラビリティを実現するために、階層的に符号化された階層ごとにおけ
るピクチャの予測構造の一例を示す図である。
【図２】図１の各ピクチャにおける復号時刻（ＤＴＳ：Ｄｅｃｏｄｅ　Ｔｉｍｅ　Ｓｔａ
ｍｐ）と表示時刻（ＰＴＳ：Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｓｔａｍｐ）との関
係を示す図である。
【図３】基本階層と拡張階層とにおける先頭のピクチャのＤＴＳの差分を示す図である。
【図４】基本階層の符号化データと、拡張階層の符号化データとを示す図である。
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【図５】ＭＭＴにおける符号化ストリームのデータ構造を説明するための図である。
【図６】ＭＭＴにおける符号化ストリームのデータ構造を説明するための図である。
【図７】実施の形態に係る送信装置の構成を示すブロック図である。
【図８】実施の形態に係る送信方法のフローチャートである。
【図９】基本階層の符号化データを含むＭＰ４ファイルと、拡張階層の符号化データを含
むＭＰ４ファイルとを示す図である。
【図１０】基本階層および拡張階層のＲＡＵの構成例を示す図である。
【図１１】ＭＭＴを用いて基本階層と拡張階層とのデータを送信する例を示す図である。
【図１２】受信装置の構成の一例を示すブロック図である。
【図１３】拡張階層に含まれるアクセスユニットのＤＴＳを決定する動作を示すフローチ
ャートを示す図である。
【図１４】図１の符号化データをＭＭＴにより多重化する例を示す図である。
【図１５】基本階層および拡張階層の符号化データを１本の符号化ストリーム（パケット
列）としたときの送信パケット列の一例を示す図である。
【図１６】受信装置の構成の他の一例を示すブロック図である。
【図１７】基本階層および拡張階層の符号化データを受信する受信方法を示すフローチャ
ートである。
【図１８】受信装置の構成の他の一例を示すブロック図である。
【図１９】受信方法のフローチャートを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　（本発明の基礎となった知見）
　符号化データの復号または表示におけるスケーラビリティは、符号化データのアクセス
ユニットを、階層的に符号化することで実現可能である。例えば、複数の階層に符号化さ
れた複数の符号化データのうち、低階層の符号化データのみを復号するとフレームレート
が６０ｆｐｓである場合に、高階層の符号化データまで復号するとフレームレートが１２
０ｆｐｓになるなどである。
【００１４】
　ここで、低階層の符号化データと高階層の符号化データとが独立に送信される場合を考
える。低階層の符号化データと高階層の符号化データを受信した受信装置は、両階層の符
号化データを復号して例えばフレームレート１２０ｆｐｓの映像を得ようとする場合、受
信した各階層の符号化データを復号順に並べ替えてから復号する必要がある。しかしなが
ら、受信したデータを、アクセスユニットのＤＴＳ（Ｄｅｃｏｄｉｎｇ　Ｔｉｍｅ　Ｓｔ
ａｍｐ：復号時刻）、あるいは、ＰＴＳ（Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｓｔａ
ｍｐ：表示時刻）などに基づいて復号順に並べ替える必要があると共に、拡張階層におけ
るアクセスユニットのＤＴＳやＰＴＳが一意に決定できないという課題があった。
【００１５】
　ＭＰＥＧ－４　ＡＶＣやＨＥＶＣ（Ｈｉｇｈ　Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ　Ｖｉｄｅｏ　Ｃ
ｏｄｉｎｇ）などの符号化方式においては、他のピクチャから参照可能なＢピクチャ（双
方向参照予測ピクチャ）を用いることにより時間方向のスケーラビリティ（時間スケーラ
ビリティ）が実現できる。
【００１６】
　図１は、時間スケーラビリティを実現するために、階層的に符号化された階層ごとにお
けるピクチャの予測構造の一例を示す図である。
【００１７】
　図１における、ＴｅｍｐｏｒａｌＩｄとは符号化構造の階層の識別子であり、Ｔｅｍｐ
ｏｒａｌＩｄの数字が大きくなるほど深い階層であることを示す。複数の四角のブロック
は、ピクチャを示し、複数のブロック内のＩｘはＩピクチャ（画面内予測ピクチャ）、Ｐ
ｘはＰピクチャ（前方参照予測ピクチャ）、ＢｘまたはｂｘはＢピクチャ（双方向参照予
測ピクチャ）を示す。また、Ｉｘ、Ｐｘ、およびＢｘのｘは表示オーダーを示す。つまり
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、ｘは、ピクチャを表示する順番を表わす。
【００１８】
　また、複数のピクチャ間の矢印は参照関係を示し、例えば、Ｂ４のピクチャはＩ０およ
びＢ８を参照画像として生成された予測画像を示している。
【００１９】
　ここで、自らのＴｅｍｐｏｒａｌＩｄより大きいＴｅｍｐｏｒａｌＩｄを持つピクチャ
を参照画像として使うことは禁止されている。具体的には、ＴｅｍｐｏｒａｌＩｄが３の
Ｂ２のピクチャは、ＴｅｍｐｏｒａｌＩｄが４のｂ１のピクチャを参照画像として使うこ
とはできない。
【００２０】
　図１に示すように、符号化データのデータ構造を複数の階層で規定しているのは、時間
スケーラビリティを持たせるためである。例えば、図１においてＴｅｍｐｏｒａｌＩｄが
０から４までの全てのピクチャを復号した場合、１２０ｆｐｓ（ｆｒａｍｅ　ｐｅｒ　ｓ
ｅｃｏｎｄ）の映像が得られるが、ＴｅｍｐｏｒａｌＩｄが０から３までの階層のみを復
号した場合、６０ｆｐｓの映像が得られる。図１では、ＴｅｍｐｏｒａｌＩｄが０～３で
示される階層は基本階層であり、ＴｅｍｐｏｒａｌＩＤが４で示される階層は拡張階層で
ある。つまり、基本階層の符号化データのみを復号した場合では６０ｆｐｓの映像が得ら
れ、拡張階層まで復号すると１２０ｆｐｓの映像が得られる。なお、これは一例であり、
基本階層や拡張階層とＴｅｍｐｏｒａｌＩｄとの対応付けとしては他の組合せも可能であ
る。また、基本階層および拡張階層の２種類の階層以外に階層があってもよい。つまり、
階層が３種類以上であってもよい。
【００２１】
　図２は、図１の各ピクチャにおける復号時刻（ＤＴＳ：Ｄｅｃｏｄｅ　Ｔｉｍｅ　Ｓｔ
ａｍｐ）と表示時刻（ＰＴＳ：Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｓｔａｍｐ）との
関係を示す図である。図２に示すように、複数のピクチャは、復号順と表示順とが異なる
場合がある。この場合、表示の処理においてギャップが発生しないように、ピクチャＩ０
は、ピクチャＢ４の復号完了後に表示される。具体的には、表示においてギャップが発生
しないように、表示順においてピクチャＩ０の直後であるピクチャｂ１が復号済みである
ことが必須であるため、ピクチャＩ０をピクチャＢ４の復号完了後に表示させることでピ
クチャＩ０を表示した直後にピクチャｂ１を表示可能な状態としている。つまり、この場
合、ピクチャＩ０を復号する時刻と表示する時刻との間の時間である表示時刻オフセット
として、ピクチャＩ０を表示した直後にピクチャｂ１を表示可能な時間が設定されている
。
【００２２】
　ここで、拡張階層の符号化データまで復号できる受信装置では、１２０ｆｐｓの映像を
再生し、処理能力などの都合により基本階層までしか復号できない受信装置では６０ｆｐ
ｓで再生するなど、受信装置の能力に応じて復号する階層を切替えられるようにすること
を考える。このとき、基本階層における符号化データと拡張階層における符号化データと
が識別できるようにして伝送すれば、受信装置は、受信装置の能力などに応じて、受信デ
ータをフィルタリングすることで復号できる。つまり、拡張階層の符号化データまで復号
できる受信装置では、基本階層の符号化データおよび拡張階層の符号化データの両方につ
いて復号し、基本階層までしか復号できない受信装置では基本階層の符号化データのみを
フィルタリングすることで復号することができる。
【００２３】
　また、階層化された符号化データは、ＭＰＥＧ－２　ＴＳ（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｓｔ
ｒｅａｍ）や、ＭＭＴ（ＭＰＥＧ　Ｍｅｄｉａ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ）、ＭＰＥＧ－ＤＡ
ＳＨ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ａｄａｐｔｉｖｅ　Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ　ｏｖｅｒ　ＨＴＴＰ）
、ＲＴＰ（Ｒｅａｌ－ｔｉｍｅ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）など、様々な
多重化フォーマットにより多重化して送信される。ここで、ＭＭＴやＭＰＥＧ－ＤＡＳＨ
においては、ＭＰ４（ＭＰＥＧのＩＳＯ　Ｂａｓｅ　Ｍｅｄｉａ　Ｆｉｌｅ　Ｆｏｒｍａ
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ｔを基本とするファイルフォーマット）を用いた多重化が基本となっている。特にＭＰ４
においては、ＤＴＳやＰＴＳの情報は、連続する２つのアクセスユニット（ビデオであれ
ばピクチャに相当）の間のＤＴＳまたはＰＴＳの差分情報として表現される。
【００２４】
　図３は、基本階層と拡張階層とにおける先頭のピクチャのＤＴＳの差分を示す図である
。具体的には、図３は、図２の復号順に並ぶピクチャを、基本階層に属するピクチャと、
拡張階層に属するピクチャとに分けて記載した図である。図４は、基本階層の符号化デー
タと、拡張階層の符号化データとを示す図である。
【００２５】
　図３に示すように、基本階層の先頭のピクチャＩ０のＤＴＳ１１と拡張階層の先頭のピ
クチャｂ１のＤＴＳ２１とには、差分（以下、「復号時刻オフセット」と呼ぶ）が発生す
る。しかしながら、ＭＰ４ベースの多重化方法においては、基本階層または拡張階層にお
ける相対的な時刻情報しか示すことができず、復号時刻オフセットが表現できないという
課題がある。つまり、基本階層が復号された後で拡張階層のピクチャを復号するタイミン
グを特定できないという課題がある。
【００２６】
　したがって、基本階層の符号化データと拡張階層の符号化データとが独立に送信される
と、受信装置は、図４に示すような基本階層の符号化データと拡張階層の符号化データと
を別々に受信する。このとき、両階層の符号化データを復号する場合には、両階層の符号
化データを図３に示すような復号順に並べ替えてからデコーダ（復号器）に入力する必要
がある。このため、アクセスユニット毎のＤＴＳを取得し、ＤＴＳに基づいてアクセスユ
ニットを復号順に並べ替える処理が発生し、復号前の処理量が増加するという課題もある
。
【００２７】
　このような問題を解決するために、本発明の一態様に係る送信方法は、映像が基本階層
と拡張階層とに階層的に符号化された符号化データを送信する送信方法であって、前記符
号化データの復号または表示の処理を行う時刻を示す時刻情報と、前記符号化データとを
含む符号化ストリームを生成する生成ステップと、生成した前記符号化ストリームを送信
する送信ステップと、を含み、前記符号化データは、それぞれが複数のアクセスユニット
から構成される複数の集合を有し、前記複数の集合のうち前記基本階層の前記集合である
第１の集合を構成している前記複数のアクセスユニットのそれぞれは、独立して復号可能
であるか、または前記基本階層の他のアクセスユニットの復号後のデータを参照すること
によって復号可能であり、前記複数の集合のうち前記拡張階層の前記集合である第２の集
合を構成している前記複数のアクセスユニットのそれぞれは、前記基本階層の前記アクセ
スユニットの復号後のデータを参照することによって復号可能であり、前記時刻情報は、
前記第１の集合の第１のアクセスユニットに対して行われる前記処理を行う、基準クロッ
クを基準とする時刻を示す第１の時刻情報と、前記第２の集合の第２のアクセスユニット
に対して行われる前記処理を行う、前記基準クロックを基準とする時刻を特定するための
第２の時刻情報とを含む。
【００２８】
　これによれば、基本階層と拡張階層とにおける符号化データを、異なるデータとして送
信したとしても、拡張階層のアクセスユニットに対して行われる処理の時刻を特定できる
。
【００２９】
　例えば、前記第１のアクセスユニットは、前記第１の集合のうちで、最初に前記処理が
行われるアクセスユニットであり、前記第２のアクセスユニットは、前記第２の集合のう
ちで、最初に前記処理が行われるアクセスユニットであってもよい。
【００３０】
　例えば、前記処理は、復号であり、前記第１の集合の前記第１のアクセスユニット以外
の複数のアクセスユニットのそれぞれは、前記第１の時刻情報で示される時刻を基準とし
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た第１の相対時間が対応付けられており、前記第１の集合の複数のアクセスユニットのそ
れぞれについて行われる表示の時刻は、当該アクセスユニットの復号の時刻を基準とする
第２の相対時間で特定され、前記第２の集合の前記第２のアクセスユニット以外の複数の
アクセスユニットのそれぞれは、前記第２の時刻情報で示される時刻を基準とした第３の
相対時間が対応付けられており、前記第２の集合の複数のアクセスユニットのそれぞれに
ついて行われる表示の時刻は、当該アクセスユニットの復号の時刻を基準とする第４の相
対時間で特定されてもよい。
【００３１】
　例えば、前記処理は、表示であり、前記第１の集合の前記第１のアクセスユニット以外
の複数のアクセスユニットのそれぞれは、前記第１の時刻情報で示される時刻を基準とし
た第５の相対時間が対応付けられており、前記第１の集合の複数のアクセスユニットのそ
れぞれについて行われる復号の時刻は、当該アクセスユニットの表示の時刻を基準とする
第６の相対時間で特定され、前記第２の集合の前記第２のアクセスユニット以外の複数の
アクセスユニットのそれぞれは、前記第２の時刻情報で示される時刻を基準とした第７の
相対時間が対応付けられており、前記第２の集合の複数のアクセスユニットのそれぞれに
ついて行われる復号の時刻は、当該アクセスユニットの表示の時刻を基準とする第８の相
対時間で特定されてもよい。
【００３２】
　例えば、前記第２の時刻情報は、前記第１の時刻情報で示される第１の絶対時刻との差
分値である時刻オフセットであってもよい。
【００３３】
　例えば、前記集合は、ランダムにアクセス可能なランダムアクセスユニットであり、前
記第１のアクセスユニットおよび前記第２のアクセスユニットは、ランダムアクセスポイ
ントであってもよい。
【００３４】
　例えば、複数の前記第１の集合と、複数の前記第２の集合とは、それぞれ１対１で対応
付けられていてもよい。
【００３５】
　例えば、前記第２の集合は、当該第２の集合に１対１で対応付けられている前記第１の
集合の復号後のデータのみを参照することによって復号可能であってもよい。
【００３６】
　例えば、前記第２の集合は、さらに、当該第２の集合に１対１で対応付けられている前
記第１の集合を識別するための識別情報と、前記第２の時刻情報とが格納されている第２
のヘッダ情報を含んでもよい。
【００３７】
　例えば、前記第１の集合は、さらに、当該第１の集合に１対１で対応付けられている前
記第２の集合を識別するための識別情報と、前記第２の時刻情報とが格納されている第１
のヘッダ情報を含んでもよい。
【００３８】
　例えば、前記符号化ストリームは、さらに、前記第１の集合を識別するための第１の識
別情報と、当該第１の集合と１対１で対応付けられている前記第２の集合を識別するため
の第２の識別情報とが対応付けられた対応情報を含んでもよい。
【００３９】
　例えば、前記時刻情報は、前記符号化ストリームの制御情報に格納されていてもよい。
【００４０】
　例えば、前記第２の時刻情報は、前記第１の時刻情報で示される第１の絶対時刻とは異
なる第２の絶対時刻を示してもよい。
【００４１】
　例えば、前記生成ステップでは、前記第１の集合を含む第１の符号化ストリームと、前
記第２の集合を含む第２の符号化ストリームとを生成し、前記送信ステップでは、前記第
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１の符号化ストリームを第１の伝送路を用いて送信し、前記第２の符号化ストリームを前
記第１の伝送路とは異なる第２の伝送路を用いて送信してもよい。
【００４２】
　例えば、前記生成ステップでは、前記第１の符号化ストリームおよび前記第２の符号化
ストリームの一方を、ＭＰＥＧ－２　ＴＳ（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒ
ｔｓ　Ｇｒｏｕｐ－２　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｓｔｒｅａｍ）にしたがって生成し、前記
第１の符号化ストリームおよび前記第２の符号化ストリームの他方を、ＭＭＴ（ＭＰＥＧ
　Ｍｅｄｉａ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ）にしたがって生成してもよい。
【００４３】
　例えば、前記第１の伝送路および前記第２の伝送路の一方は、放送で使用される伝送路
であり、前記第１の伝送路および前記第２の伝送路の他方は、通信で使用される伝送路で
あってもよい。
【００４４】
　なお、これらの全般的または具体的な態様は、受信方法、集積回路、コンピュータプロ
グラムまたはコンピュータ読み取り可能なＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体記録媒体で実現さ
れてもよく、受信方法、集積回路、コンピュータプログラムまたは記録媒体の任意な組み
合わせで実現されてもよい。
【００４５】
　以下、本発明の一態様に係る送信方法および受信方法について、図面を参照しながら具
体的に説明する。
【００４６】
　なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも本発明の一具体例を示すものである。以
下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形
態、ステップ、ステップの順序などは、一例であり、本発明を限定する主旨ではない。ま
た、以下の実施の形態における構成要素のうち、最上位概念を示す独立請求項に記載され
ていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。
【００４７】
　（実施の形態）
　［送信方法］
　以下、実施の形態に係る送信方法（送信装置）について図面を参照しながら説明する。
実施の形態では、一例としてＭＭＴにしたがって符号化データを送信する送信方法につい
て説明する。
【００４８】
　まず、ＭＭＴにおける符号化ストリームのデータ構造について説明する。図５および図
６は、ＭＭＴにおける符号化ストリームのデータ構造を説明するための図である。
【００４９】
　図５に示されるように、符号化データは、複数のアクセスユニット（ＡＵ：Ａｃｃｅｓ
ｓ　Ｕｎｉｔ）からなる。符号化データは、例えば、ＨＥＶＣなどの動画像符号化規格に
基づいて符号化されたＡＶデータである。符号化データは、具体的には、映像データ、音
声データ、並びに、これらに付随するメタデータ、静止画およびファイルなどを含む。符
号化データが映像データである場合、１つのＡＵは、１つのピクチャ（１フレーム）に相
当する単位である。
【００５０】
　ＭＭＴでは、符号化データは、ＧＯＰ（Ｇｒｏｕｐ　Ｏｆ　Ｐｉｃｔｕｒｅ）単位でＭ
Ｐ４のファイルフォーマットにしたがって、ＭＰ４データ化される（ＭＰ４ヘッダが付与
される）。つまり、符号化データは、それぞれが複数のアクセスユニットから構成される
複数の集合（ＧＯＰ）を有する。ＧＯＰは符号化データにおけるランダムアクセスポイン
トであって、ＧＯＰにおける復号順で先頭のアクセスユニットは、ＨＥＶＣやＡＶＣのＩ
ＤＲピクチャ、あるいは、ｎｏｎ－ＩＤＲのＩピクチャに相当する。この複数の集合は、
それぞれが、基本階層および拡張階層のいずれかに属している。ここで、基本階層に属す
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る集合を第１の集合とし、拡張階層に属する集合を第２の集合とする。
【００５１】
　なお、第１の集合を構成している複数のアクセスユニットのそれぞれは、基本階層に属
しているので、独立して復号可能であるか、または、基本階層の他のアクセスユニットの
復号後のデータを参照することによって復号可能である。また、第２の集合を構成してい
る複数のアクセスユニットのそれぞれは、拡張階層に属しているので、基本階層のアクセ
スユニットの復号後のデータを参照することによって復号可能である。
【００５２】
　ＭＰ４データに含まれるＭＰ４ヘッダには、アクセスユニットの表示時刻（上述のＰＴ
Ｓ）や復号時刻（上述のＤＴＳ）の相対値が記述される。また、ＭＰ４ヘッダには、ＭＰ
４データのシーケンス番号が記述される。なお、ＭＰ４データ（ＭＰ４ファイル）は、Ｍ
ＭＴ規格において定義されるデータ単位であるＭＰＵ（Ｍｅｄｉａ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎ
ｇ　Ｕｎｉｔ）の一例である。ＭＰＵにおいては、ＭＰ４のヘッダを送信せずに、ＭＰＵ
におけるサンプルデータのみを送信するなどしてもよい。この場合も、ＭＰＵはランダム
アクセス単位に相当し、ＭＰＵを構成するサンプルとＭＰＵとは一対一に対応付けられる
。また、ＭＰＵは複数のＧＯＰから構成されてもよい。
【００５３】
　そして、図６に示されるように、ＭＭＴにおける符号化ストリーム１０は、制御情報１
１と、時刻オフセット情報１２と、複数のＭＭＴパケット１３とを含む。言い換えると、
符号化ストリーム１０は、ＭＭＴパケット１３のパケット列である。
【００５４】
　符号化ストリーム１０（ＭＭＴストリーム）は、１つのＭＭＴパッケージを構成する１
以上のストリームの１つである。ＭＭＴパッケージは、例えば、１つの放送番組コンテン
ツに相当する。
【００５５】
　制御情報１１は、符号化ストリーム１０が、スケーラブル符号化されたストリーム（基
本レイヤと拡張レイヤとの両方を含むストリーム）であることを示す情報や、スケーラブ
ル符号化の種類および階層レベル数（階層数）の情報を含む。ここで、スケーラブル符号
化の種類とは、時間スケーラビリティ、空間スケーラビリティ、およびＳＮＲスケーラビ
リティなどであり、階層レベル数とは、基本レイヤおよび拡張レイヤ等のレイヤの数であ
る。
【００５６】
　また、制御情報１１は、例えば、複数のアセットと、パケットＩＤとの対応関係を示す
情報などを含む。なお、アセットは、同一のトランスポート特性のデータを含むデータエ
ンティティであり、例えば、映像データおよび音声データなどのいずれか１つである。
【００５７】
　制御情報１１は、具体的には、ＭＭＴにおけるＣＩ（Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ）およびＭＰＴ（ＭＭＴ　Ｐａｃｋａｇｅ　Ｔａｂｌｅ）である。なお
、制御情報１１は、ＭＰＥＧ２－ＴＳでは、ＰＭＴ（Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｍａｐ　Ｔａｂｌ
ｅ）であり、ＭＰＥＧ－ＤＡＳＨではＭＰＤ（Ｍｅｄｉａ　Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　
Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ）などである。
【００５８】
　時刻情報１２は、アクセスユニットのＰＴＳまたはＤＴＳを決定するための情報である
。時刻情報１２は、具体的には、例えば、基本階層に属するＭＰＵにおける先頭のアクセ
スユニットの絶対時刻としてのＰＴＳまたはＤＴＳである。具体的には、ＰＴＳの場合は
、ＭＰＵにおいて表示順で先頭のアクセスユニットのＰＴＳの絶対値を、ＤＴＳの場合は
、ＭＰＵにおいて復号順で先頭のアクセスユニットのＤＴＳの絶対値を、それぞれ示すこ
とができる。また、時刻情報１２は、プログラム情報１１として格納してもよい。プログ
ラム情報１１として格納する場合には、一例として、プログラム情報をＭＭＴメッセージ
に格納し、プログラム情報内の記述子として時刻情報１２を格納することができる。



(13) JP 6606529 B2 2019.11.13

10

20

30

40

50

【００５９】
　例えば、図３の基本階層の複数のピクチャ全てが１つの第１の集合を構成していると仮
定すれば、第１の集合の復号順で最初に復号される第１のアクセスユニットであるピクチ
ャＩ０は、ＤＴＳ１１で示される時刻において復号される。このとき、第１の集合の第１
のアクセスユニットに対して行われる復号を行う、基準クロックを基準とする時刻（ＤＴ
Ｓ１１）を示す第１の時刻情報は、符号化ストリーム１０の時刻情報１２（第１の絶対時
刻）として格納されていてもよい。つまり、第１の絶対時刻は、例えばＤＴＳ１１そのも
のを示している。
【００６０】
　また、図３の拡張階層の複数のピクチャ全てが１つの第２の集合を構成していると仮定
すれば、第２の集合の復号順で最初に復号される第２のアクセスユニットであるピクチャ
ｂ１は、ＤＴＳ２１で示される時刻において復号される。このとき、第２の集合の第２の
アクセスユニットに対して行われる復号を行う、基準クロックを基準とする時刻（ＤＴＳ
２１）を特定するための第２の時刻情報は、上述したように、第１の時刻情報で示される
第１の絶対時刻との差分値である復号時刻オフセットである。第２の時刻情報は、第１の
時刻情報と同様に、符号化ストリーム１０の時刻オフセット情報（復号時刻オフセット）
として格納されていてもよい。つまり、ＤＴＳ２１は、第１の時刻情報で示されるＤＴＳ
１１に、第２の時刻情報で示される復号時刻オフセットを加算することにより、特定され
る。また、第２の時刻情報として、第１の時刻情報との時刻オフセット情報ではなく、第
２の集合のアクセスユニットの時刻情報の絶対値そのものを格納してもよい。
【００６１】
　なお、基準クロックとは、ＭＭＴ方式で符号化ストリームを送信する場合には、ＮＴＰ
（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｉｍｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）であり、ＭＰＥＧ２－ＴＳ方式で符号
化ストリームを送信する場合には、ＰＣＲ（Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｃｌｏｃｋ　Ｒｅｆｅｒｅ
ｎｃｅ）である。ここで、ＮＴＰは、送信装置が設定する基準クロックであればよく、か
ならずしも、インターネットで一般的に使用されるＮＴＰサーバにおけるＮＴＰ値とは一
致しなくてもよい。
【００６２】
　ＭＭＴパケット１３は、ＭＰ４データがパケット化されたデータである。実施の形態で
は、１つのＭＭＴパケット１３には、１つのＭＰ４データ（ＭＰＵ）が含まれる。図６に
示されるように、ＭＭＴパケット１３は、ヘッダ１３ａ（ＭＴＴパケットヘッダ。ＭＰＥ
Ｇ２－ＴＳの場合はＴＳパケットヘッダ）と、ペイロード１３ｂとを含む。
【００６３】
　ペイロード１３ｂには、ＭＰ４データが格納される。なお、ペイロード１３ｂには、Ｍ
Ｐ４を分割したものが格納される場合がある。
【００６４】
　ヘッダ１３ａは、ペイロード１３ｂに関する付属情報である。例えば、ヘッダ１３ａに
は、パケットＩＤと、時刻情報とが含まれる。ここでの時刻情報は、ＭＰ４データの表示
時刻（ＰＴＳ）または復号時刻（ＤＴＳ）の相対値である。
【００６５】
　パケットＩＤは、ＭＭＴパケット１３（ペイロード１３ｂ）に含まれるデータのアセッ
トを示す識別番号である。パケットＩＤは、ＭＭＴパッケージを構成するアセットごとに
固有の識別番号である。
【００６６】
　このように、符号化ストリームは、符号化データの復号または表示の処理を行う時刻を
示す時刻情報（ＤＴＳまたはＰＴＳ）と、符号化データ（図６のＩＤ１＿＃０、ＩＤ２＿
＃０、ＩＤ１＿＃１、ＩＤ１＿＃２、ＩＤ２＿＃１、ＩＤ２＿＃２、・・・）とを含む。
この時刻情報は、上述した、第１の時刻情報および第２の時刻情報を含む。
【００６７】
　図７は、実施の形態に係る送信装置の構成を示すブロック図である。図８は、実施の形
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態に係る送信方法のフローチャートである。
【００６８】
　図７に示されるように、送信装置１５は、符号化部１６と、送信部１７とを備える。な
お、送信装置１５の構成要素は、具体的には、マイクロコンピュータ、プロセッサ、また
は専用回路などによって実現される。
【００６９】
　実施の形態に係る符号化ストリーム１０の送信方法においては、まず、複数のアクセス
ユニットにより構成される集合の復号または表示を行う時刻を示す時刻情報と、当該集合
を構成している複数のアクセスユニットとを含む符号化ストリーム１０が生成される（Ｓ
１１：生成ステップ）。
【００７０】
　生成された符号化ストリーム１０は、送信部１７により伝送路を用いて伝送される（Ｓ
１２：送信ステップ）。
【００７１】
　（実施例１）
　次に、拡張階層の符号化データが、ＭＰ４ベースの多重化フォーマットにより送信され
る場合の送信方法、および、受信方法について具体的に説明する。
【００７２】
　ここでＭＰ４ベースの多重化フォーマットとは、例えば、ＭＭＴやＤＡＳＨ、ＭＰ４の
ファイルデータそのものであってもよい。ＭＭＴにおいては、ＭＰＵ（Ｍｅｄｉａ　Ｐｒ
ｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）がＭＰ４ファイルに相当し、ＤＡＳＨにおいては、セグメ
ントがＭＰ４のＭｏｖｉｅ　Ｆｒａｇｍｅｎｔに相当する。
【００７３】
　図３に示すように、複数のアクセスユニットのＤＴＳ（またはＰＴＳ）の相対時間（サ
ンプル間の差分など）でサンプル毎の復号（表示）が行われる時刻情報を表現し、集合に
おける複数のアクセスユニットの全てにおいて当該復号（表示）が行われる時刻情報の絶
対値を示さない多重化フォーマットであれば、ＭＰ４以外のフォーマットにおいても適用
できる。なお、ここで言うサンプルとは、ＭＰ４においてデータを扱う単位であり、アク
セスユニットに相当する。
【００７４】
　（復号時刻および表示時刻）
　拡張階層におけるアクセスユニットの復号時刻（ＤＴＳ）について、まず、ＭＰ４ファ
イルを例に説明する。図９は、基本階層の符号化データを含むＭＰ４ファイル（ＭＰ４ｂ
）と、拡張階層の符号化データを含むＭＰ４ファイル（ＭＰ４ｅ）とを示す図である。
【００７５】
　図９のように、基本階層の符号化データを含むＭＰ４ファイル（ＭＰ４ｂ）と、拡張階
層の符号化データを含むＭＰ４ファイル（ＭＰ４ｅ）とがあるとする。ここで、ＭＰ４ｂ
とＭＰ４ｅとの間の復号時刻オフセットをｄｅｃ＿ｏｆｆｓｅｔとすると、ＭＰ４ｅにお
ける拡張階層のサンプル毎のＤＴＳは、次式で表される。
【００７６】
ｓａｍｐｌｅ＿ｅ（ｉ）＿ｄｅｃ　＝　ｓａｍｐｌｅ＿ｅ（ｉ）＿ｄｅｃ＿ｂａｓｅ　＋
　ｄｅｃ＿ｏｆｆｓｅｔ　　（式１）
ｓａｍｐｌｅ＿ｅ（ｉ）＿ｄｅｃ：拡張階層におけるｉ番目のサンプルのＤＴＳ
ｓａｍｐｌｅ＿ｅ（ｉ）＿ｄｅｃ＿ｂａｓｅ：拡張階層における０番目からｉ番目までの
サンプルの復号時刻の差分総和（ＭＰ４の’ｓｔｔｓ’におけるｓａｍｐｌｅ＿ｄｅｌｔ
ａ、あるいは、ＭｏｖｉｅＦｒａｇｍｅｎｔにおけるｓａｍｐｌｅ＿ｄｕｒａｔｉｏｎの
総和）から算出した、サンプルの修正前ＤＴＳ（先頭サンプルのＤＴＳを０とした場合の
各サンプルのＤＴＳ）。
【００７７】
　上記の（式１）では、復号時刻オフセット（ｄｅｃ＿ｏｆｆｓｅｔ）は、基本階層にお
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いて復号順で先頭のサンプルのＤＴＳを０と仮定した場合のオフセット値である。
【００７８】
　ここで、基本階層の先頭サンプルのＤＴＳがｄｅｌｔａであったとすると、ＭＰ４ｅに
おける拡張階層のサンプル毎のＤＴＳは、次式で表される。
【００７９】
ｓａｍｐｌｅ＿ｅ（ｉ）＿ｄｅｃ　＝　ｓａｍｐｌｅ＿ｅ（ｉ）＿ｄｅｃ＿ｂａｓｅ　＋
　ｄｅｃ＿ｏｆｆｓｅｔ　＋　ｄｅｌｔａ　　（式２）
【００８０】
　具体的には、図３における、拡張階層で３番目のサンプルであるピクチャｂ５のＤＴＳ
２３を算出する場合、ｓａｍｐｌｅ＿ｅ（ｉ）＿ｄｅｃ＿ｂａｓｅは、相対時間２１およ
び相対時間２２を加算したものであり、ｄｅｌｔａはＤＴＳ１１であることから、（式２
）を用いて次のように求めることができる。
【００８１】
ＤＴＳ２３＝相対時間２１＋相対時間２２＋　ｄｅｃ＿ｏｆｆｓｅｔ　＋　ＤＴＳ１１　
　（式３）
【００８２】
　また、ＭＰ４ｂにおける基本階層のサンプル毎のＤＴＳは、次式で表される。
【００８３】
ｓａｍｐｌｅ＿ｂ（ｉ）＿ｄｅｃ　＝　ｓａｍｐｌｅ＿ｂ（ｉ）＿ｄｅｃ＿ｂａｓｅ　＋
　ｄｅｃ＿ｏｆｆｓｅｔ　　（式４）
ｓａｍｐｌｅ＿ｂ（ｉ）＿ｄｅｃ：基本階層におけるｉ番目のサンプルのＤＴＳ
ｓａｍｐｌｅ＿ｂ（ｉ）＿ｄｅｃ＿ｂａｓｅ：基本階層における０番目からｉ番目までの
サンプルの復号時刻の差分総和（ＭＰ４の’ｓｔｔｓ’におけるｓａｍｐｌｅ＿ｄｅｌｔ
ａ、あるいは、ＭｏｖｉｅＦｒａｇｍｅｎｔにおけるｓａｍｐｌｅ＿ｄｕｒａｔｉｏｎの
総和）から算出した、サンプルの修正前ＤＴＳ（先頭サンプルのＤＴＳを０とした場合の
各サンプルのＤＴＳ）。
【００８４】
　ここで、基本階層の先頭サンプルのＤＴＳがｄｅｌｔａであったとすると、ＭＰ４ｂに
おける基本階層のサンプル毎のＤＴＳは、次式で表される。
【００８５】
ｓａｍｐｌｅ＿ｂ（ｉ）＿ｄｅｃ　＝　ｓａｍｐｌｅ＿ｂ（ｉ）＿ｄｅｃ＿ｂａｓｅ　＋
　ｄｅｃ＿ｏｆｆｓｅｔ　＋　ｄｅｌｔａ　　（式５）
【００８６】
　つまり、第１の集合の第１のアクセスユニット以外の複数のアクセスユニットのそれぞ
れは、第１の時刻情報（例えば、ＤＴＳ１１）で示される時刻を基準とした第１の相対時
間（相対時間１１～１８）が対応付けられている。また、第１の集合の複数のアクセスユ
ニットのそれぞれについて行われる表示の時刻（ＰＴＳ１１～１９）は、当該アクセスユ
ニットの復号の時刻を基準とする第２の相対時間で特定される。つまり、例えば、図３に
おける、ピクチャＢ８の表示が行われる時刻ＰＴＳ１５は、ピクチャＢ８の復号が行われ
る時刻ＤＴＳ１３との差分である第２の相対時間がピクチャＢ８に対応付けられており、
ＤＴＳ１３にピクチャＢ８に対応付けられている第２の相対時間を加算することで求めら
れる。
【００８７】
　また、第２の集合の第２のアクセスユニット以外の複数のアクセスユニットのそれぞれ
は、第２の時刻情報（例えば、ＤＴＳ２１）で示される時刻を基準とした第３の相対時間
（相対時間２１～２７）が対応付けられている。また、第２の集合の複数のアクセスユニ
ットのそれぞれについて行われる表示の時刻（ＰＴＳ２１～２８）は、当該アクセスユニ
ットの復号の時刻を基準とする第４の相対時間で特定される。つまり、例えば、図３にお
ける、ピクチャｂ１１の表示が行われる時刻ＰＴＳ２６は、ピクチャｂ１１の復号が行わ
れる時刻ＤＴＳ２６との差分である第４の相対時間がピクチャｂ１１に対応付けられてお
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り、ＤＴＳ２６にピクチャｂ１１に対応付けられている第４の相対時間を加算することで
求められる。
【００８８】
　（復号時刻オフセットの格納）
　なお、復号時刻オフセットを示す情報（復号時刻オフセット情報）の格納先は、次の３
つのケースが考えられる。
【００８９】
　（１）拡張階層のトラックを含むＭＰ４ファイルに復号オフセット情報を格納するケー
ス
　復号時刻オフセット情報は、復号時刻オフセット、及び、基本階層のトラックの識別情
報を少なくとも含む。基本階層のトラックの識別情報は、基本階層のトラックのトラック
ＩＤ、および、基本階層のトラックを含むＭＰ４ファイルの識別情報（ＭＰ４ファイルの
ファイル名など）などを含む。つまり、拡張階層の第２の集合は、さらに、当該第２の集
合に対応付けられている第１の集合を識別するための識別情報と、第２の時刻情報とが格
納されている第２のヘッダ情報を含んでいてもよい。
【００９０】
　（２）基本階層のトラックを含むＭＰ４ファイルに復号オフセット情報を格納するケー
ス
　復号時刻オフセット情報は、復号時刻オフセット、拡張階層のトラックの識別情報を少
なくとも含む。つまり、基本階層の第１の集合は、さらに、当該第１の集合に対応付けら
れている第２の集合を識別するための識別情報と、第２の時刻情報とが格納されている第
１のヘッダ情報を含んでいてもよい。
【００９１】
　（３）基本階層のトラックを含むＭＰ４ファイルと、拡張階層のトラックを含むＭＰ４
ファイルとを関連付ける情報に復号オフセット情報を格納するケース
　復号時刻オフセット情報は、復号時刻オフセット、基本階層のトラックの識別情報、及
び、拡張階層のトラックの識別情報を少なくとも含む。つまり、符号化ストリームは、さ
らに、第１の集合を識別するための第１の識別情報と、当該第１の集合と１対１で対応付
けられている第２の集合を識別するための第２の識別情報とが対応付けられた対応情報を
含み、第２の時刻情報は、対応情報に格納されていてもよい。
【００９２】
　なお、上記の（１）あるいは（２）の場合には、復号時刻オフセット情報を格納するた
めのＢｏｘを定義して、トラックレベルのＢｏｘ直下、あるいは、トラックレベルと同一
、又は、上位のレベルに配置できる。また、新規Ｂｏｘを定義せずに、既存のＢｏｘを拡
張するなどして、復号時刻オフセット情報を含めてもよい。
【００９３】
　また、‘ｍｏｏｖ’の‘ｅｌｓｔ’や、‘ｍｏｏｆ’の‘ｔｒａｆ’における無再生区
間（ｅｍｐｔｙ　ｄｕｒａｔｉｏｎ）の機能を使って復号時刻オフセットを実現してもよ
い。この場合も、拡張階層のトラックと基本階層のトラックとの関連付けは必要である。
【００９４】
　また、上記の（３）の場合には、復号時刻オフセット情報は、基本階層と拡張階層とは
別の、互いに独立したＭＰ４ファイルのトラックに格納されていてもよいし、同一ＭＰ４
ファイル内の異なるトラックに格納されていてもよい。
【００９５】
　同一ＭＰ４ファイル内の異なるトラックに格納される場合、復号時刻オフセット情報は
、‘ｍｏｏｖ’や‘ｍｏｏｆ’直下など、トラック単位のＢｏｘよりも上位のＢｏｘに格
納できる。このとき、復号時刻オフセット情報としては、ＭＰ４ファイルの識別情報は不
要である。
【００９６】
　ＭＰ４においては、ＤＴＳとＰＴＳとが異なる場合、ＭＰ４のヘッダ情報には、その差
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分情報（第２の相対時間または第４の相対時間）が含まれるが、当該差分情報は、復号時
刻オフセットを反映した後のＤＴＳに対して適用される。
【００９７】
　基本階層と拡張階層とでトラックにおけるタイムスケールの値は揃えておくことが望ま
しい。タイムスケールが異なる場合には、上記（３）のケースでは、復号時刻オフセット
情報のタイムスケールを別途示す、あるいは、いずれか一方の階層のトラックにおけるタ
イムスケールを使用するなどと予め規定しておいてもよい。
【００９８】
　なお、復号時刻オフセットは、拡張階層のＤＴＳにのみ適用される。
【００９９】
　なお、基本階層、あるいは、拡張階層を格納するＭＰ４ファイルは、これら各階層のト
ラックのみから構成されていてもよいし、他のトラックを含んでもよい。
【０１００】
　（実施例２）
　ＭＰ４のデータを受信しながら再生する（プログレッシブ・ダウンロード、あるいは、
ＨＴＴＰストリーミングなど）の場合には、Ｍｏｖｉｅ　Ｆｒａｇｍｅｎｔの先頭などか
らランダムアクセスして復号、再生できる。
【０１０１】
　Ｍｏｖｉｅ　Ｆｒａｇｍｅｎｔのように、ランダムアクセス可能な単位をランダムアク
セスユニット（ＲＡＵ：Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｕｎｉｔ）、ＲＡＵの先頭データ
をランダムアクセスポイント（ＲＡＰ：Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ）と呼
ぶことにする。つまり、複数のアクセスユニットで構成される集合（ＧＯＰ）をランダム
アクセスユニットと呼び、第１の集合の第１のアクセスユニットおよび第２の集合の第２
のアクセスユニットをランダムアクセスポイントと呼ぶ。この場合、拡張階層の符号化デ
ータを含むＲＡＵ（つまり、第２の集合）においては、当該ＲＡＵのサンプル（ＭＰ４に
おけるデータ単位で、アクセスユニットに相当）のＤＴＳを決定する際には、復号時刻オ
フセットを反映させる必要がある。
【０１０２】
　図１０は、基本階層および拡張階層のＲＡＵの構成例を示す。図中のＲＡＵｂは、基本
階層のＲＡＵ（第１の集合）を示し、ＲＡＵｅは拡張階層のＲＡＵ（第２の集合）を表す
ものとする。
【０１０３】
　ＲＡＵｂとＲＡＵｅとは、互いにペアとなるように構成される。つまり、複数の第１の
集合と複数の第２の集合とは、それぞれ１対１で対応付けられている。ＲＡＵｅを構成す
るサンプルは、ペアとなるＲＡＵｂに含まれるサンプルは参照するが、それ以外のＲＡＵ
ｂに含まれるサンプルは参照しない。つまり、第２の集合は、当該第２の集合に１対１で
対応付けられている第１の集合の復号後のデータのみを参照することによって復号可能で
ある。このため、互いにペアとなるＲＡＵｂとＲＡＵｅとを取得することで、基本階層お
よび拡張階層の両階層のＲＡＵに含まれるサンプルを復号できることが保証される。
【０１０４】
　ここで、互いにペアとなるＲＡＵは、ＲＡＵを識別するシーケンス番号などにより関連
付けが可能である。このとき、拡張階層のＲＡＵにおいて復号順で先頭となるサンプルの
復号時刻は、ペアとなる基本階層のＲＡＵにおいて復号順で先頭となるサンプルの復号時
刻に復号時刻オフセットを加算することにより決定できる。
【０１０５】
　基本階層のＲＡＵ内において復号順で先頭となるサンプルのＤＴＳは、第１の絶対時刻
である。第１の絶対時刻は、例えば、ＵＴＣ（Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓ
ａｌ　Ｔｉｍｅ）で定められる時刻である。第１の絶対時刻は、ＭＰＥＧ－２　ＴＳにお
けるＰＭＴ（Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｍａｐ　Ｔａｂｌｅ）のようなコンテンツの管理情報、あ
るいは、コンテンツ受信に先立って取得するコンテンツの管理情報などに格納してもよい
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。あるいは、Ｍｏｖｉｅ　Ｆｒａｇｍｅｎｔのヘッダ情報内などにＤＴＳの絶対値を示す
情報を格納してもよい。なお、基本階層のＲＡＵにおける先頭サンプルの復号時刻は、受
信装置において任意に設定してもよい。
【０１０６】
　復号時刻オフセット情報は、ランダムアクセスした最初のＲＡＵにおいてのみ必要であ
り、最初のＲＡＵにおける復号順で先頭のサンプルにおいて復号時刻オフセットを反映す
れば、当該最初のＲＡＵ内の後続サンプル、及び、最初のＲＡＵに後続するＲＡＵ内のサ
ンプルの復号時刻は、ＭＰ４のヘッダ情報に含まれる、連続するサンプル間のＤＴＳの差
分情報を順次加算することで決定できる。
【０１０７】
　従って、復号時刻オフセット情報が、ランダムアクセス後の最初のＲＡＵの先頭サンプ
ルのＤＴＳを決定する際にのみ必要である旨を示す情報を、別途格納してもよい。
【０１０８】
　基本階層および拡張階層のＲＡＵがペアとなっているかどうかを示す情報を、基本階層
、あるいは、拡張階層のトラックを含むＭＰ４ファイル内、あるいは、コンテンツの管理
情報において示してもよい。
【０１０９】
　なお、基本階層および拡張階層のＲＡＵは、必ずしもペアでなくてもよい。ペアでない
場合には、拡張階層のＲＡＵ内において復号順で先頭となるサンプルのＤＴＳの絶対値を
示す情報を、ＭＰ４ファイルのヘッダ情報やコンテンツの管理情報などにおいて示しても
よい。なお、基本階層および拡張階層のＲＡＵがペアであっても、拡張階層のＲＡＵの先
頭サンプルのＤＴＳの絶対値を示す情報を格納してもよい。つまり、第２の時刻情報は、
第１の時刻情報で示される第１の絶対時刻とは異なる第２の絶対時刻を示していてもよい
。
【０１１０】
　また、例えば、基本階層をＭＰＥＧ－２　ＴＳを用いて送信し、拡張階層をＤＡＳＨや
ＭＭＴなどで送信する場合は、ＴＳにおいて別途ＲＡＵのシグナリング方法を定義しなけ
れば、ＲＡＵのペアリングができない。このような場合には、コンテンツの管理情報など
から拡張階層の復号時刻オフセット、あるいは、ＲＡＵ内での先頭サンプルのＤＴＳの絶
対値が取得できることが望ましい。
【０１１１】
　なお、ＭＰＥＧ－２　ＴＳにおいても、ＴＳパケットにおけるヘッダ情報や、ＲＡＵの
シグナリング情報を格納するＰＥＳパケットなどにより、ＲＡＵの境界を示すことができ
る。さらには、ＲＴＰなどのストリーミング向けのフォーマットを用いて送信する場合に
は、ＲＴＰパケットのペイロードヘッダなどにおいて、ＲＡＵのシーケンス番号など、境
界情報を示すことができる。ＲＴＰを用いる場合には、ＳＤＰ（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｄｅｓ
ｃｒｉｐｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）などのセッション記述のためのメタ情報において
、基本階層と拡張階層のセッションの識別情報や依存関係を記述することができる。
【０１１２】
　復号時には、基本階層のＲＡＵおよび拡張階層のＲＡＵの互いのＤＴＳなどに基づいて
基本階層および拡張階層のサンプルを復号順に並べ替え、デコーダに入力する。ここで、
受信データにおいて、基本階層および拡張階層の符号化データが復号順となっている場合
には、並べ替えは不要である。
【０１１３】
　（実施例３）
　図１１は、ＭＭＴを用いて基本階層と拡張階層とのデータを送信する例を示す図である
。
【０１１４】
　図１１では、基本階層と拡張階層とを、それぞれ異なるアセットとして送信し、ＭＰＵ
がランダムアクセス単位に相当する。図１１では、基本階層のＭＰＵをＭＰＵｂで示し、
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拡張階層のＭＰＵをＭＰＵｅで示す。基本階層のＭＰＵｂおよび拡張階層のＭＰＵｅが互
いにペアとなっているとすると、拡張階層のＭＰＵｅにおける先頭サンプルのＤＴＳは、
図１０により説明したＭＰ４データのＲＡＵと同様にして決定できる。
【０１１５】
　ここで、ＭＰＵは、Ｍｏｖｉｅ　Ｆｒａｇｍｅｎｔではなく、ＭＰ４ファイルに相当す
ることから、復号時刻オフセット情報は、‘ｍｏｏｖ’直下、あるいは、ＭＰＵのシーケ
ンス番号などＭＰＵの属性情報を示すＢｏｘである‘ｍｍｐｕ’の直下などに格納しても
よい。
【０１１６】
　また、復号時刻オフセット情報における基本階層および拡張階層のトラックの識別情報
については、ＭＰＵが各アセットの符号化データを含む１つのトラックのみから構成され
る際には、ＭＰＵを表すＭＰ４ファイルを識別するための情報（ファイル名、アセットの
ＩＤ，ＭＰＵのシーケンス番号など）のみでもよい。
【０１１７】
　ＤＡＳＨを用いる場合も、セグメント（正確には、Ｍｅｄｉａ　ｓｅｇｍｅｎｔ）が１
つ以上のＭｏｖｉｅ　Ｆｒａｇｍｅｎｔに相当するため、上記ＭＰ４データにおける方法
と同様にして復号時刻を決定できる。
【０１１８】
　ＤＡＳＨでは、ＴＳデータでセグメントを構成することも可能であるが、ここでは、Ｍ
Ｐ４（ＩＳＯ　Ｂａｓｅ　Ｍｅｄｉａ　Ｆｉｌｅ　Ｆｏｒｍａｔ）によりセグメントを構
成するものとする。
【０１１９】
　［受信方法］
　図１２は、受信装置の構成の一例を示すブロック図である。図１３は、拡張階層に含ま
れるアクセスユニットのＤＴＳを決定する動作を示すフローチャートを示す図である。
【０１２０】
　拡張階層のアクセスユニットを復号する際に、拡張階層を構成するアクセスユニットの
ＤＴＳを決定する動作例について説明する。
【０１２１】
　図１２に示されるように、受信装置２０は、取得部２１と、開始判定部２２と、オフセ
ット反映部２３と、後続ＤＴＳ決定部２４とを備える。なお、受信装置の構成要素は、具
体的には、マイクロコンピュータ、プロセッサ、または専用回路などによって実現される
。
【０１２２】
　ここで、受信装置２０において、基本階層のみ復号するか、基本階層および拡張階層の
両階層を復号するかは、予めユーザにより選択された情報、あるいは、受信装置の復号能
力などに応じて、ステップＳ２１の前段において決定されているものとする。
【０１２３】
　まず、受信装置２０の取得部２１は、符号化ストリーム１０を受信し、符号化ストリー
ム１０の復号時刻オフセット情報を解析して、基本階層のトラック、拡張階層のトラック
、および、復号時刻オフセットを取得する（Ｓ２１）。
【０１２４】
　なお、復号時刻オフセット情報が、拡張階層の符号化データを格納するファイル、ある
いは、トラックに含まれる場合には、次のステップＳ２２とステップＳ２３との間でステ
ップＳ２１の処理を行ってもよい。
【０１２５】
　また、拡張階層のＲＡＵにおいて復号順で先頭となるアクセスユニットのＤＴＳの絶対
値を示す情報が示される場合には、拡張階層のアクセスユニットのＤＴＳは、拡張階層の
情報のみから取得できる。ただし、復号を開始するアクセスユニットを決定する際には、
基本階層において復号を開始するアクセスユニットのＤＴＳを用いる。
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【０１２６】
　次に、受信装置２０の開始判定部２２は、復号を開始するアクセスユニットの処理であ
るか否かを判定する（Ｓ２２）。
【０１２７】
　受信装置２０の開始判定部２２により復号を開始するアクセスユニットの処理であると
判定された場合（Ｓ２２でＹｅｓ）、オフセット反映部２３は、拡張階層において最初に
復号するアクセスユニットを決定し、復号時刻オフセットを反映したＤＴＳを算出する（
Ｓ２３）。具体的には、基本階層において最初に復号するアクセスユニットのＤＴＳであ
る第１の絶対時刻に復号時刻オフセットを加算することで拡張階層における最初に復号す
るアクセスユニットのＤＴＳを算出する。
【０１２８】
　ここで、基本階層において復号を開始するアクセスユニットをＡＵ＿ｂとすると、拡張
階層において、ＤＴＳがＡｕ＿ｂのＤＴＳの直後となるアクセスユニットが、拡張階層に
おいて復号開始するアクセスユニット（ＡＵ＿ｅ）となる。
【０１２９】
　基本階層および拡張階層のＲＡＵがペアとなっていれば、基本階層において復号開始す
るＲＡＵのペアとなる拡張階層のＲＡＵが拡張階層において復号開始するＲＡＵとなる。
復号を開始するＲＡＵでの復号順で先頭のアクセスユニットがＡＵ＿ｅとなる。基本階層
とペアになる拡張階層のＲＡＵは、ＭＰＵのシーケンス番号が基本階層のＭＰＵと同一と
なるＭＰＵを探索することにより取得できる。ここで、ＭＰＵのシーケンス番号は、ＭＭ
Ｔパケットのヘッダ情報などに格納することができる。
【０１３０】
　基本階層および拡張階層のＲＡＵがペアとなっていなければ、ＤＴＳがＡＵ＿ｂの直後
となる拡張階層のアクセスユニットをサーチして、当該アクセスユニットをＡＵ＿ｅとす
る。つまり、拡張階層のＲＡＵ内において復号順で先頭となるサンプルのＤＴＳの絶対値
を示す情報に基づいて、ＤＴＳを決定できる。
【０１３１】
　なお、上記では、基本階層および拡張階層のＲＡＵがペアとなっている場合と、ペアと
なっていない場合とに応じてＤＴＳを決定しているが、両階層がペアとなっているかどう
かを示す情報があれば、当該情報に応じて上記動作を切替えてもよい。
【０１３２】
　また、（式２）のように、基本階層におけるファイル先頭、あるいは、ＲＡＵ先頭のア
クセスユニットの復号時刻が０でない（ｄｅｌｔａが０でなく、例えば、１７：００：０
０開始などの絶対時刻が示される）場合には、ｄｅｌｔａの値を別途加算してＤＴＳを決
定することになる。あるいは、復号時刻オフセットとｄｅｌｔａを加算した値を、復号時
刻オフセット情報として示してもよい。
【０１３３】
　階層が３つ以上ある（拡張階層が２種類以上ある）場合には、異なる拡張階層を互いに
識別するための情報を格納し、再生時には、復号する拡張階層を選択して決定してもよい
。この場合、復号時刻オフセット情報は、異なる拡張階層毎に設定される。
【０１３４】
　受信装置２０の開始判定部２２により復号を開始するアクセスユニットの処理でないと
判定された場合（Ｓ２２でＮｏ）、受信装置２０の後続ＤＴＳ決定部２４は、復号順で直
前となるアクセスユニットのＤＴＳに、現アクセスユニットと直前のアクセスユニットの
ＤＴＳの差分（相対時間）を加算して、現アクセスユニットのＤＴＳを決定する（Ｓ２４
）。
【０１３５】
　なお、オフセット反映部２３および後続ＤＴＳ決定部２４は、図示しない入力により、
ＤＴＳの算出に必要なＭＰ４のヘッダ情報（‘ｔｒａｋ’における‘ｓｔｂｌ’、あるい
は、‘ｔｒａｆ’における‘ｔｒｕｎ’など）を取得している。
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【０１３６】
　（拡張階層におけるＲＡＵ）
　ここで、拡張階層におけるＲＡＰやＲＡＵの定義について詳細に説明する。
【０１３７】
　拡張階層の復号においては、基本階層の復号結果が参照されるため、拡張階層を単独で
復号することはできない。したがって、拡張階層単独で考えた場合には、ＲＡＰは存在し
ない。しかしながら、コンテンツ内のランダムアクセス時に、基本階層のＲＡＰに対応す
る拡張階層のアクセスユニットを効率的にサーチするには、拡張階層についてもＲＡＰや
ＲＡＵを定義することが望ましい。
【０１３８】
　拡張階層のＲＡＵは以下のように定義できる。なお、ＲＡＰは、ＲＡＵにおいて復号順
が先頭のアクセスユニットである。つまり、拡張階層のＲＡＵｅは、基本階層のＲＡＵｂ
とペアとなる単位である。また、拡張階層のＲＡＵｅは、ＭＰ４におけるＭｏｖｉｅ　Ｆ
ｒａｇｍｅｎｔ、ＭＭＴにおけるＭＰＵ、あるいは、ＤＡＳＨにおけるセグメントなど、
基本階層においてＲＡＰとして用いられる単位などである。
【０１３９】
　また、拡張階層のＲＡＵにおいては、当該ＲＡＵにおいて復号順で先頭のアクセスユニ
ットは、ＩピクチャあるいはＩＤＲピクチャなど、単独で復号できるアクセスユニット（
ＭＰ４におけるｓｙｎｃ　ｓａｍｐｌｅ）でなくてもよい。また、ｓｙｎｃ　ｓａｍｐｌ
ｅであることを示す情報がセットされていなくてもよい。
【０１４０】
　また、受信装置における再生時には、受信装置では、基本階層において復号を開始する
アクセスユニットに対応する、拡張階層のアクセスユニットをサーチする際に、拡張階層
のＲＡＵ情報を参照する。例えば、ＲＡＵ毎の先頭アクセスユニットのＤＴＳをサーチす
る。
【０１４１】
　受信装置においては、拡張階層のＲＡＵをサーチする際には、Ｍｏｖｉｅ　Ｆｒａｇｍ
ｅｎｔやＭＰＵがＲＡＵに相当するとみなして動作してもよい。拡張階層におけるＲＡＵ
の単位を示す情報を、拡張階層のトラックや、拡張階層のトラックを含むＭＰ４ファイル
などに格納してもよい。拡張階層のＲＡＵをサーチする際には、ＲＡＵの先頭アクセスユ
ニットがｓｙｎｃ　ｓａｍｐｌｅであるかどうかは無視するものとする。あるいは、拡張
階層についてはランダムアクセスのための情報を格納せずに、基本階層のランダムアクセ
スポイントを決定した後に、基本階層のランダムアクセスポイントとなるＭＰＵと同一シ
ーケンス番号を有する拡張階層のＭＰＵから復号するように動作してもよい。
【０１４２】
　あるいは、拡張階層においては、拡張階層におけるＲＡＰがｓｙｎｃ　ｓａｍｐｌｅに
相当するとみなしてもよい。このとき、‘ｓｔｓｓ’や‘ｍｆｒａ’など、ＭＰ４データ
におけるランダムアクセス可能なアクセスユニット（サンプル）のテーブルにおいて、拡
張階層におけるＲＡＰを示してもよい。受信装置においては、これらテーブルに基づいて
ＲＡＰをサーチできる。また、Ｍｏｖｉｅ　Ｆｒａｇｍｅｎｔにおいては、‘ｔｒａｆ’
において先頭サンプルがｓｙｎｃ　ｓａｍｐｌｅであるかどうかを示すフラグ情報をセッ
トして、受信装置においては、ｓｙｎｃ　ｓａｍｐｌｅであるかどうかに応じてＲＡＰを
サーチしてもよい。
【０１４３】
　上記のことは、ＭＰＥＧ－２　ＴＳにおいて、ＲＡＵを定義する場合についても、同様
である。
【０１４４】
　（その他）
　ＭＰ４のデータが拡張階層のアクセスユニットを含むことは、ＭＰ４内のデータ、ある
いは、ＭＰＥＧ－２　ＴＳのＰＭＴや、コンテンツの管理情報などＭＰ４データよりも上
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位層においてシグナリングしてもよい。ＭＰ４内のデータとしては、例えば、ＭＰ４ファ
イルのブランド、あるいは、ＭＭＴのＭＰＵであれば’ｍｍｐｕ’などが可能である。
【０１４５】
　放送および通信を併用したコンテンツ配信においては、基本階層を放送で、拡張階層を
通信ネットワークで、それぞれ送信するなどしてもよい。つまり、送信方法の生成ステッ
プでは、基本階層（第１の集合）を含む第１の符号化ストリームをＭＰＥＧ－２　ＴＳに
したがって生成し、拡張階層（第２の集合）を含む第２の符号化ストリームをＭＭＴにし
たがって生成してもよい。そして、送信ステップでは、放送で使用される伝送路を用いて
第１の符号化ストリームを送信し、通信で使用される伝送路を用いて第２の符号化ストリ
ームを送信してもよい。なお、第１の符号化ストリームおよび第２の符号化ストリームは
、上記とは反対の方式にしたがって生成されてもよい。またこの場合、送信ステップで使
用される伝送路も反対の伝送路を用いて送信される。
【０１４６】
　また、例えば、放送におけるＰＭＴ（Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｍａｐ　Ｔａｂｌｅ）において
、拡張階層の符号化データの送信元サーバのＵＲＬや、アクセス先のファイル名、あるい
は、アクセス方法（ダウンロードであればＨＴＴＰ　ＧＥＴ、ストリーミングであればＲ
ＴＳＰ（Ｒｅａｌ　Ｔｉｍｅ　Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）のコマンドなど
）など、拡張階層の符号化データ取得に必要な情報を格納してもよい。ＰＭＴにおいて、
同一コンテンツの構成データであって、放送とは異なる伝送路から送信されるデータのア
クセス先やアクセス方法などを示す情報を格納する方法は、基本階層および拡張階層の例
に限定されず、例えば、ビデオデータおよびオーディオデータの組合せなど、一般的に広
く適用可能である。
【０１４７】
　（基本階層および拡張階層の符号化データが復号順となるように送信する方法）
　基本階層および拡張階層の符号化データを、１本の符号化ストリームとして送信する際
には、両階層の符号化データが復号順となるように送信できる。なお、送信時のみでなく
、蓄積時などにおいても適用できる。
【０１４８】
　図１４は、図１の符号化データをＭＭＴにより多重化する例を示す図である。基本階層
はアセット１に、拡張階層はアセット２に、それぞれ格納され、アセット１はＭＰＵ＿ｂ
から、アセット２はＭＰＵ＿ｅから構成される。
【０１４９】
　ＭＭＴでは、各アセットのＭＰＵは、ＭＭＴパケットやＲＴＰ（Ｒｅａｍ－ｔｉｍｅ　
Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）パケットなどによりパケット化して送信される
。このとき、パケットのペイロードに格納される基本階層および拡張階層の符号化データ
が、復号順となるようにパケット化する。図１４における中央のラインは、ＭＰＵ＿ｂと
ＭＰＵ＿ｅをパケット化して送信する際に、パケットのペイロードに格納されるデータの
順序を示したものであり、符号化データの復号順と一致している。
【０１５０】
　このように、基本階層および拡張階層の符号化データを１本の符号化ストリームとして
送信する際に、両階層の符号化データが復号順となるようにすることで、受信装置におい
ては、基本階層のＲＡＰから順に復号することにより、対応する拡張階層のアクセスユニ
ットのデータが取得できる。このため、基本階層および拡張階層の符号化データを復号順
に並べ替える動作が不要となり、受信装置の処理負荷を低減できる。
【０１５１】
　ＭＰＥＧ－４　ＡＶＣやＨＥＶＣなどの符号化方式では、復号順および表示順は符号化
データから得られるため、固定フレームレートの場合には、拡張階層のアクセスユニット
のＤＴＳとＰＴＳは、基本階層のアクセスユニットのＤＴＳ、ＰＴＳ、および、フレーム
レートから決定できる。この場合、拡張階層における復号時刻オフセット情報はシグナリ
ングしなくてもよい。
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【０１５２】
　（基本階層と拡張階層の符号化データが復号順となったデータの受信方法）
　図１４で説明した送信方法により送信されるストリームの受信方法について説明する。
【０１５３】
　図１５は、基本階層および拡張階層の符号化データを１本の符号化ストリーム（パケッ
ト列）としたときの送信パケット列の一例を示す図である。図１５に示すように、送信さ
れる符号化ストリーム（受信装置により受信される符号化ストリーム）であり、基本階層
および拡張階層のＭＰＵが、送信パケット列にパケット化される。基本階層の符号化デー
タを格納するパケットと、拡張階層の符号化データを格納するパケットとは、パケットの
ヘッダなどに格納されている識別情報により区別される。識別情報としては、例えば、Ｍ
ＭＴパケットであればｐａｃｋｅｔ＿ｉｄ、ＴＳパケットであればＰＩＤ、ＲＴＰパケッ
トであればＳＳＩＤなどを用いることができる。ＭＭＴパケット以外の方式によりパケッ
ト化する際には、例えば、ＴＳパケット列をＭＰＵとして定義し、ＴＳペイロードにＭＰ
Ｕを格納するなども可能である。また、ペイロードはＭＰＵでなくてもよく、ＴＳパケッ
トであれば、符号化データをＰＥＳパケット化したものをＴＳペイロードに格納してもよ
い。
【０１５４】
　また、両階層を必ずしも同一のパケット形式で送信する必要はなく、例えば、基本階層
をＴＳパケット、拡張階層をＭＭＴパケットなど、それぞれ異なる形式でパケット化して
もよい。
【０１５５】
　また、ＤＡＳＨにおいては、基本階層および拡張階層のセグメントを分け、両セグメン
トのアクセスユニットのデータが、復号順で格納されるようにしてもよい。
【０１５６】
　階層数は３以上であってもよく（例えば、基本階層と２つの拡張階層）、その場合でも
、全階層の符号化データが復号順となるように送信される。
【０１５７】
　図１６は、受信装置の構成の他の一例を示すブロック図である。図１７は、基本階層お
よび拡張階層の符号化データを受信する受信方法を示すフローチャートである。
【０１５８】
　図１６に示されるように、受信装置３０は、復号開始位置決定部３１と、復号モード選
択部３２と、データ取得部３３と、復号部３４とを備える。なお、受信装置３０の構成要
素は、具体的には、マイクロコンピュータ、プロセッサ、または専用回路などによって実
現される。
【０１５９】
　まず、受信装置３０の復号開始位置決定部３１は、基本階層の符号化データを格納する
パケットを取得して、基本階層において復号を開始するアクセスユニットを決定する（Ｓ
３１）。このとき、別途取得したパケットの識別情報に基づいて、少なくとも基本階層の
パケットを取得し、基本階層のランダムアクセスポイントに基づいて復号を開始するアク
セスユニットを決定する。
【０１６０】
　次に、受信装置３０の復号モード選択部３２は、拡張階層の符号化データを復号するか
否かを判定する（Ｓ３２）。
【０１６１】
　復号モード選択部３２により拡張階層の符号化データを復号すると判定された場合（Ｓ
３２でＹｅｓ）、データ取得部３３は、基本階層の符号化データを格納するパケットと、
拡張階層の符号化データを格納するパケットとをともに取得する（Ｓ３３：モード２）。
ここでは、例えば、基本階層のパケットＩＤが１であり、拡張階層のパケットＩＤが２で
ある場合には、パケットＩＤが１および２のパケットをともに取得してもよい。または、
パケットＩＤ毎に別々にフィルタリングした上で、パケットＩＤが２である場合には、Ｉ
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Ｄが１であると見なして、ＩＤが１である場合と同様に扱えるようにするステップを別途
設けてもよい。つまり、この場合には、ＩＤが１のパケットのみを取得することになる。
【０１６２】
　なお、ＭＭＴにおける制御情報（ＰＡ　ｔａｂｌｅやＭＰ　ｔａｂｌｅ）、あるいは、
ＭＰＥＧ－２　ＴＳのＰＭＴなどの制御情報に、復号順が昇順であるかどうかの識別情報
を設けてもよい。受信装置３０においては、当該識別情報を解析し、昇順であれば、基本
階層および拡張階層の符号化データを復号順に並べ替える処理を行わず、昇順でなければ
、並べ替える処理を行ってもよい。
【０１６３】
　復号モード選択部３２により拡張階層の符号化データを復号しないと判定された場合（
Ｓ３２でＮｏ）、データ取得部３３は、基本階層の符号化データを格納するパケットのみ
を取得する（Ｓ３４：モード１）。
【０１６４】
　そして、受信装置３０の復号部３４は、モード１およびモード２に応じて取得されたア
クセスユニットを順に復号する（Ｓ３５）。なお、モード２の場合であっても、基本階層
および拡張階層の両階層の符号化データは復号順に並んでいるため、符号化データの並べ
替えは不要である。また、復号後のデータは、例えば、モード１であれば６０ｆｐｓ、モ
ード２であれば１２０ｆｐｓのデータなど、拡張階層におけるスケーラビリティに応じて
表示（再生）される。
【０１６５】
　（変形例１）
　なお、最も単純化された受信装置および受信方法について説明する。
【０１６６】
　図１８は、受信装置の構成の他の一例を示すブロック図である。図１９は、受信方法の
フローチャートを示す図である。
【０１６７】
　図１８に示されるように、受信装置４０は、受信部４１と、復号部４２とを備える。な
お、受信装置の構成要素は、具体的には、マイクロコンピュータ、プロセッサ、または専
用回路などによって実現される。
【０１６８】
　まず、受信装置４０の受信部４１は、符号化データの復号の処理を行う時刻を示す時刻
情報と、符号化データとを含む符号化ストリームを受信する（Ｓ４１）。
【０１６９】
　次に、受信装置４０の復号部４２は、受信した符号化ストリームの符号化データに対す
る復号を、時刻情報で示される時刻に行う（Ｓ４２）。
【０１７０】
　なお、時刻情報は、表示の処理を行う時刻であってもよい。この場合には、復号部４２
で復号されたデータを表示する処理を、図示しない表示部が時刻情報で示される時刻に行
う。
【０１７１】
　（変形例２）
　また、上述では、時間方向のスケーラビリティを例に説明したが、空間方向のスケーラ
ビリティについても、同一フレームを構成する基本階層と拡張階層のＤＴＳが異なる場合
などにおいては、同様の方法が適用できる。
【０１７２】
　（変形例３）
　また、上記実施の形態では、基本階層の先頭サンプルのＤＴＳの絶対値を示していたが
、これに限らずに、基本階層において表示順で先頭となるサンプルのＰＴＳの絶対値を示
すことによっても、ＭＰ４のヘッダ情報からＰＴＳとＤＴＳの差分を取得することにより
、ＤＴＳの絶対値を決定してもよい。また、ＤＴＳおよびＰＴＳの差分（つまり第２の相
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対時間および第４の相対時間）はＭＰ４のヘッダ情報に格納されている。このため、ＤＴ
Ｓの絶対値でなくとも、ＰＴＳの絶対値を示してもよい。
【０１７３】
　つまり、この場合、第１の時刻情報は、第１の集合の第１のアクセスユニットに対して
行われる表示を行う、基準クロックを基準とする時刻を示す情報である。また、第２の時
刻情報は、第２の集合の第２のアクセスユニットに対して行われる表示を行う、基準クロ
ックを基準とする時刻を特定するための情報である。また、第１の集合の第１のアクセス
ユニット以外の複数のアクセスユニットのそれぞれは、第１の時刻情報で示される時刻を
基準とした第５の相対時間が対応付けられている。第１の集合の複数のアクセスユニット
のそれぞれについて行われる復号の時刻は、当該アクセスユニットの表示の時刻を基準と
する第６の相対時間で特定される。さらに、第２の集合の第２のアクセスユニット以外の
複数のアクセスユニットのそれぞれは、第２の時刻情報で示される時刻を基準とした第７
の相対時間が対応付けられている。そして、第２の集合の複数のアクセスユニットのそれ
ぞれについて行われる復号の時刻は、当該アクセスユニットの表示の時刻を基準とする第
８の相対時間で特定される。
【０１７４】
　なお、上記各実施の形態において、各構成要素は、専用のハードウェアで構成されるか
、各構成要素に適したソフトウェアプログラムを実行することによって実現されてもよい
。各構成要素は、ＣＰＵまたはプロセッサなどのプログラム実行部が、ハードディスクま
たは半導体メモリなどの記録媒体に記録されたソフトウェアプログラムを読み出して実行
することによって実現されてもよい。ここで、上記各実施の形態の送信装置、受信装置な
どを実現するソフトウェアは、次のようなプログラムである。
【０１７５】
　すなわち、このプログラムは、コンピュータに、映像が基本階層と拡張階層とに階層的
に符号化された符号化データを送信する送信方法であって、前記符号化データの復号また
は表示の処理を行う時刻を示す時刻情報と、前記符号化データとを含む符号化ストリーム
を生成する生成ステップと、生成した前記符号化ストリームを送信する送信ステップと、
を含み、前記符号化データは、それぞれが複数のアクセスユニットから構成される複数の
集合を有し、前記複数の集合のうち前記基本階層の前記集合である第１の集合を構成して
いる前記複数のアクセスユニットのそれぞれは、独立して復号可能であるか、または前記
基本階層の他のアクセスユニットの復号後のデータを参照することによって復号可能であ
り、前記複数の集合のうち前記拡張階層の前記集合である第２の集合を構成している前記
複数のアクセスユニットのそれぞれは、前記基本階層の前記アクセスユニットの復号後の
データを参照することによって復号可能であり、前記時刻情報は、前記第１の集合の第１
のアクセスユニットに対して行われる前記処理を行う、基準クロックを基準とする時刻を
示す第１の時刻情報と、前記第２の集合の第２のアクセスユニットに対して行われる前記
処理を行う、前記基準クロックを基準とする時刻を特定するための第２の時刻情報とを含
む送信方法を実行させる。
【０１７６】
　また、このプログラムは、コンピュータに、映像が基本階層と拡張階層とに階層的に符
号化された符号化データを受信する受信方法であって、前記符号化データの復号または表
示の処理を行う時刻を示す時刻情報と、前記符号化データとを含む符号化ストリームを受
信する受信ステップと、受信した前記符号化ストリームの前記符号化データに対する前記
処理を、前記時刻情報で示される時刻に行う処理ステップと、を含み、前記符号化データ
は、それぞれが複数のアクセスユニットから構成される複数の集合を有し、前記複数の集
合のうち前記基本階層の前記集合である第１の集合を構成している前記複数のアクセスユ
ニットのそれぞれは、独立して復号可能であるか、または前記基本階層の他のアクセスユ
ニットの復号後のデータを参照することによって復号可能であり、前記複数の集合のうち
前記拡張階層の前記集合である第２の集合を構成している前記複数のアクセスユニットの
それぞれは、前記基本階層の前記アクセスユニットの復号後のデータを参照することによ
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て行われる前記処理を行う時刻を示す第１の時刻情報と、前記第２の集合の第２のアクセ
スユニットに対して行われる前記処理を行う時刻を特定するための第２の時刻情報とを含
む受信方法を実行させてもよい。
【０１７７】
　また、上記実施の形態において、特定の処理部が実行する処理を別の処理部が実行して
もよい。また、複数の処理の順序が変更されてもよいし、複数の処理が並行して実行され
てもよい。
【０１７８】
　なお、本発明の包括的または具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュー
タプログラムまたはコンピュータ読み取り可能なＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体で実現され
てもよい。また、本発明の包括的または具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コ
ンピュータプログラムまたは記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
【０１７９】
　以上、本発明の一つまたは複数の態様に係る送信方法および受信方法について、実施の
形態に基づいて説明したが、本発明は、この実施の形態に限定されるものではない。本発
明の趣旨を逸脱しない限り、当業者が思いつく各種変形を本実施の形態に施したものや、
異なる実施の形態における構成要素を組み合わせて構築される形態も、本発明の一つまた
は複数の態様の範囲内に含まれてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１８０】
　本発明は、拡張階層におけるアクセスユニットの処理時刻を特定できる送信方法、受信
方法などとして有用である。
【符号の説明】
【０１８１】
　１０　符号化ストリーム
　１１　制御情報
　１２　時刻情報
　１３　ＭＭＴパケット
　１３ａ　ヘッダ
　１３ｂ　ペイロード
　１５　送信装置
　１６　符号化部
　１７　送信部
　２０、３０、４０　受信装置
　２１　取得部
　２２　開始判定部
　２３　オフセット反映部
　２４　後続ＤＴＳ決定部
　３１　復号開始位置決定部
　３２　復号モード選択部
　３３　データ取得部
　３４　復号部
　４１　受信部
　４２　復号部
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